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１ 

平成２１年３月２７日  

 情報通信行政・郵政行政審議会 電気通信事業部会 

  部会長  根 岸  哲 殿 

 

                       接 続 委 員 会 

                          主 査    東 海  幹 夫 

 

 

報 告 書 

 

 

平成２１年１月２９日付け諮問第３００９号をもって諮問された事案について、調査の結果、

下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 本件、第一種指定電気通信設備接続会計規則及び接続料規則の一部改正については、諮問

のとおり改正することが適当と認められる。 

 

２  なお、提出された意見及びそれに対する当委員会の考え方は、別添のとおりである。 

 



 

２ 

 

第一種指定電気通信設備接続会計規則及び接続料規則の一部改正 

に対する意見及びその考え方 

 

１．総論 

意   見 再  意  見 考  え  方 

意見１ 今回の接続会計規則及び接続料規則の改正

は適切。ＮＧＮは発展段階にあり、今後もアンバンド

ル機能の追加や設定単位の見直しなど、適時・適切

に対応することが必要。 

再意見１ 考え方１ 

○ 今回の接続会計規則及び接続料規則の改正は、

「次世代ネットワークの接続料算定等に関する研究

会」の議論を踏まえた適切なものであると考えます。

なお、ＮＧＮは発展段階にあり、技術の進展等に伴

ってアンバンドル機能の追加や接続料の設定単位の

見直しが必要となる可能性があるため、今後も適時・

適切に対応する必要があると考えます。 

（ＫＤＤＩ）

○ KDDI 株式会社（以下、「KDDI」という。）殿の意見

に賛同します。 

東日本電信電話株式会社（以下、「NTT 東日

本」という。）殿及び西日本電信電話株式会社（以

下、「NTT 西日本」という。）殿（以下、NTT 東日本

及び NTT 西日本を合わせて、「NTT 東西」とい

う。）の次世代ネットワーク(以下、「NTT-NGN」とい

う。) は第一種指定電気通信設備として、接続事

業者の要望する機能については適時･適切にアン

バンドルされるべきであり、その接続費用について

もネットワークが本来有すべき機能を備えるため

の費用とすることを基本に整理すべきです。 

 （ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバン

クモバイル） 

○ アンバンドル機能の妥当性については、競争セ

ーフガード制度による定期的な検証の対象とされ

ており、総務省においては、他事業者の具体的な

接続要望があり、技術的に可能な場合は、過度の

経済的負担が生じない限り、アンバンドルして提供

するとの基本的考え方に基づき、適宜・適切に対

応することが適当である。 

 

 

 

２．第一種指定電気通信設備接続会計規則改正関係 

意見２ NTT-NGN について、第一種指定電気通信設

備接続会計規則における設備区分等の追加は、接

続事業者の要望や今後のサービスの展開状況等を

踏まえ、適時適切になされることが必要。 

再意見２ 考え方２ 

○  東日本電信電話株式会社（以下、「NTT 東日本」 ○ 左記意見に賛同いたします。 ○ 接続会計の設備区分等は、接続料算定の基礎



 

３ 

 

という。）殿及び西日本電信電話株式会社（以下、

「NTT 西日本」という。）殿（以下、NTT 東日本及び

NTT 西日本を「NTT 東西」という。）の次世代ネットワ

ーク（以下、NTT 東西殿の次世代ネットワークを

「NTT-NGN」という。）については、今後様々な設備・

サービス等の追加がなされると想定されます。従っ

て、「次世代ネットワークの接続料算定等に関する研

究会」報告書に関する意見及びその考え方（以下、

「報告書意見に対する考え方」という。）の考え方 12

にあるとおり、接続事業者の要望や今後のサービス

の展開状況等を踏まえ、第一種指定電気通信設備

接続会計規則における設備区分等の追加は本事案

にとどまらず、適時適切になされる必要があると考え

ます。 

 （ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモ

バイル） 

ＮＧＮは発展段階にあり、技術の進展等に伴っ

てアンバンドル機能の追加や接続料の設定単位

の見直しが必要となる可能性があるため、今後も

適時・適切に対応する必要があると考えます。 

（ＫＤＤＩ）

データを提供する機能を有するものであるため、

今後、ＮＧＮの段階的な発展の中で想定される設

備・サービス・機能の追加に対応し、設備区分等を

適時適切に見直すことが、接続料算定の適正性・

透明性の維持・確保を図る観点から必要である。 

 

 

 

意見３ 設備区分別費用明細表等に関して、NTT-NGN 

とそれ以外のネットワークとの分計に加え、この分計

結果等を通じた NTT-NGN に係るコストの適正性や

コスト削減余地の有無等の検証が必要。 

再意見３ 考え方３ 

○ 接続料算定の適正性・透明性の維持・確保を図る

ためには、今回の改正案にある設備区分別費用明細

表、損益計算書、固定資産帰属明細表等における

NTT-NGN とそれ以外のネットワークとの分計に加

え、この分計結果等を通じた NTT-NGN に係るコスト

の適正性やコスト削減余地の有無等の検証が必要と

考えます。 

詳細は、「次世代ネットワークに関する接続料算定

等の在り方について」報告書案に対する弊社意見書

（平成 20 年 12 月 10 日提出）を参照願います。 

 （ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモ

バイル） 

 

 

○ 今回の省令改正案では、ＮＧＮとそれ以外のネッ

トワークの設備区分別費用明細表等を分けて整

理・作成させることとしている。 

これは、網使用料算定根拠と相まって、ＮＧＮの

各アンバンドル機能に帰属すべきコストの適正性

を検証可能とするために行うものであるが、ＮＧＮ

の各機能は、実際費用方式で算定するものである

ため、コスト削減余地の有無までを接続会計で検

証可能とすることまでは必要ないと考える。 

 

意見４ ひかり電話のコストについて、未アンバンドル機 再意見４ 考え方４ 



 

４ 

 

能とアンバンドル機能のコスト分計に加え、単位当た

り接続料を算出の上比較する等の追加的な検証が

必要。 

○ 「報告書意見に対する考え方」の考え方 20 におい

ては、「ひかり電話のコストについては、ＮＴＴ東西の

利用部門のみが負担するコスト（未アンバンドル機能

分）と接続事業者も負担するコスト（アンバンドル機能

分）に分かれるが、両者のコスト分計が適正に行われ

ないと、公正競争上問題が生じることから、ＮＴＴ東西

においては、接続料の認可申請の際には、他事業者

の検証容易性にも留意して算定根拠を明らかにする

ことが必要である」と示されています。この点を踏ま

え、「他事業者の検証容易性」確保のため、より実効

的な措置とすべく、当該コストの分計に加え、これら

の単位当たり接続料（未アンバンドル機能については

振替網手数料相当）を算出の上比較する等により、

NTT 東西殿と競争事業者間で公正な競争条件が確

保されているか否かといった追加的な検証を実施す

べきと考えます。 

また、今回のコストの分計は、公正競争上の懸念

を解消するための手段のひとつである以上、今回の

整理が許容されたのを理由に更なるアンバンドルが

妨げられることは認められないものと考えます。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモ

バイル） 

○ 左記意見に賛同いたします。 

「次世代ネットワークに関する接続料算定等の

在り方について」報告書案に対する当社意見書で

も申し上げたとおり、現状「未アンバンドル機能」と

整理されているＮＧＮのひかり電話に係る機能に

ついても、ＮＴＴ東・西の利用部門に対する提供条

件に関する会計の透明性を高めることによって、Ｐ

ＳＴＮや接続料原価に算入されるひかり電話等と

の間でコスト比較を可能とし、公正な競争条件が

確保されているか検証することが必要です。その

ため、ソフトバンクが提案している単位あたりの接

続料を比較する方法を含め、より精緻な検証を行

うために必要な措置について、引き続き検討を行う

べきと考えます。 

（ＫＤＤＩ） 

 

○ 未アンバンドル機能のコスト分計については、網

使用料算定根拠において明らかにしており、利用部

門と接続事業者の負担の公平性については検証可

能であるため、単位あたりの接続料を比較する等の

追加的な検証は必要ないと考えます。 

（ＮＴＴ東日本、NTT 西日本） 

○ ひかり電話のコストについては、アンバンドル機

能に帰属するコストと未アンバンドル機能に帰属す

るコストに分かれるが、両者の分計に用いる通信

時間や通信回数は網使用料算定根拠において開

示されており、接続料算定の検証可能性に配慮さ

れていることから、これに加えて単位当たりの接続

料を比較する等の追加的な検証までは必要ないと

考えられる。 

 

 

 

 

 



 ５

平成２１年３月３１日  

 

 総 務 大 臣 

  鳩 山  夫 殿 

   

 

                             情報通信行政・郵政行政審議会 

                                 会 長   高 橋  温 

 

 

答 申 書（案） 

 

 

 平成２１年１月２９日付け諮問第３００９号をもって諮問された事案について、審議の結果、

下記のとおり答申する。 

 

 

記 

 

 

１ 本件、第一種指定電気通信設備接続会計規則及び接続料規則の一部改正については、諮問の

とおり改正することが適当と認められる。 

 

２ なお、提出された意見及びそれに対する当審議会の考え方は、別添のとおりである。 

 



 ６

第一種指定電気通信設備接続会計規則及び接続料規則

の一部改正について 
 

Ⅰ 改正の背景 

 

 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ東西」という。）

のＮＧＮ（Next Generation Network）は、平成２０年３月末から商用サービスが開始され

たが、平成２０年３月付情報通信審議会答申「次世代ネットワークに係る接続ルールの

在り方について」（以下「答申」という。）において、ＮＧＮの接続料算定には、ＮＧＮの費

用を複数の機能に配賦するためのコストドライバの検討に一定の期間が必要であること

から、イーサネット接続機能以外の機能については平成２０年度末まで、システム改修

が必要なイーサネット接続機能については平成２１年度末までは、コストに適正利潤を

加えた事業者間均一接続料の適用を猶予することが適当とされた。 

 総務省においては、ＮＧＮの接続料算定等に関する問題を検討するため、平成２０年５

月から、「次世代ネットワークの接続料算定等に関する研究会」（以下「研究会」という。）

を開催し、同年１２月に取りまとめた報告書において、ＮＧＮの接続料の設定単位や、接

続会計として整理すべき事項等について考え方を整理したところである。 

 本件は、当該報告書等を踏まえ、以下の規定整備を行うため、関係省令の改正を行う

ものである。 

 

 

１．ＮＧＮ及びひかり電話網について、接続会計に設備区分等を追加 

 第一種指定電気通信設備接続会計規則（平成９年郵政省令第 91 号）の一部改正 

 

２．ＮＧＮ及びひかり電話網に係る機能について、接続料の設定単位等を追加 

 接続料規則（平成 12 年郵政省令第 64 号）の一部改正 

 



 ７

Ⅱ 改正の概要 

     

１．接続会計に設備区分等を追加 

 

２０１０年度以降のＮＧＮ接続料は、接続会計で整理された費用等に基づき算定され

ることになるため、接続会計（固定資産帰属明細表等）に必要な設備区分等を追加する

とともに、接続会計の検証可能性を高めるための措置を併せ講じる。 

 

（１）固定資産帰属明細表及び設備区分別費用明細表への設備区分の追加（☞改正第一

種指定電気通信設備接続会計規則別表第２様式第３及び第４） 

 

■ＮＧＮ等を構成する主要な設備に着目して、固定資産帰属明細表及び設備区分別

費用明細表に、ＮＧＮ等固有の１２の設備区分を追加する。 

「１.収容ルータ」、「２.中継ルータ」、「３.ＳＩＰサーバ」、「４.ゲートウェイルータ」、「５.メ

ディアゲートウェイ」、「６.ＳＮＩ収容ルータ」、「７.網終端装置（ＶＰＮ）」、「８.網終端装

置（ＩＳＰ）」、「９.収容イーサネットスイッチ」、「10．中継イーサネットスイッチ」、「11.

ゲートウェイスイッチ」、「12.伝送路」 

■この際、接続会計の検証容易性を高める観点から、ＮＧＮ等に係る固定資産帰属

明細表等とそれ以外のネットワークの固定資産帰属明細表等を分けて作成する。 

 

（２）損益計算書の記載事項の分計（改正第一種指定電気通信設備接続会計規則別表第２様

式第１） 

 

■損益計算書において、ＮＧＮ等の接続料に係る収支とそれ以外の収支を分けて記

載する。具体的には、以下の科目について分計する。 

 【管理部門】 

・営業収益のうち受取網使用料（管理部門が接続事業者から受け取る接続料）

と振替網使用料（利用部門と管理部門の取引額） 

・接続関連損益のうち接続装置使用料収入と網改造料収入 

 【利用部門】 

・営業費用のうち振替網使用料 

■また、振替網使用料について、アンバンドル機能と未アンバンドル機能を分けて記

載する。 

 

  



 ８

２．接続料の設定単位等を追加 

   

（１）接続料の設定単位の追加（☞改正接続料規則第 15 条第３項、第 17 条第１項及び第２項） 

 

■収容局接続機能、中継局接続機能及びイーサネット接続機能の接続料については、

回線容量又は回線数を単位とし、合理的な理由がある場合には、距離その他の単

位を組み合わせて定めることができることとする。 

■ＩＧＳ接続機能の接続料については、ＳＩＰサーバによりセッション制御を行うための

機能に係るものは通信回数を単位とし、それ以外のルータや伝送路等に係るもの

は通信時間を単位として定めることができることとする。 

 

（２）ＮＧＮ等に係る通信量の記録様式の追加（☞改正接続料規則別表第６様式第１第４表） 

 

■ＮＧＮ等の各エッジ設備（メディアゲートウェイ、ゲートウェイルータ、ＳＮＩ収容ルータ、

網終端装置）における通信量を記録するための様式を追加する。 

 

Ⅲ 施行日等 

 

 施行期日は公布の日とする。 
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 第 一 種 指 定 電 気 通 信 設 備 接 続 会 計 規 則 及 び 接 続 料 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 新 旧 対 照 表 
 

○ 第 一 種 指 定 電 気 通 信 設 備 接 続 会 計 規 則 （ 平 成 九 年 郵 政 省 令 第 九 十 一 号 ） 
  （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改  正  案 現     行 

第 一 条  （ 略 ）  

 （ 用 語 ）  

第 二 条  こ の 省 令 に お い て 使 用 す る 用 語 は 、 電 気 通 信 事 業 法 （ 以 下 「 法 」 と い

う 。 ） 及 び 電 気 通 信 事 業 会 計 規 則 （ 昭 和 六 十 年 郵 政 省 令 第 二 十 六 号 ） に お い

て 使 用 す る 用 語 の 例 に よ る 。  

２  こ の 省 令 の 規 定 の 解 釈 に つ い て は 、 次 の 定 義 に 従 う も の と す る 。  

一  「 第 一 種 指 定 設 備 管 理 部 門 」 と は 、 第 一 種 指 定 電 気 通 信 設 備 及 び そ の 管

理 運 営 （ 開 発 、 計 画 、 設 置 、 運 用 、 保 守 、 撤 去 及 び そ の 他 の 活 動 並 び に こ

れ ら に 付 随 す る 活 動 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 必 要 な 資 産 及 び 費 用 並 び に 当

該 設 備 と の 接 続 及 び 当 該 設 備 の 提 供 に 関 連 す る 収 益 を 整 理 す る た め に 設 定

さ れ る 会 計 単 位 を い う 。  

二  「 第 一 種 指 定 設 備 利 用 部 門 」 と は 、 電 気 通 信 役 務 の 販 売 そ の 他 の 電 気 通

信 事 業 に 属 す る 活 動 （ 第 一 種 指 定 電 気 通 信 設 備 及 び そ の 管 理 運 営 を 除

く 。 ） に 必 要 な 資 産 及 び 費 用 並 び に 当 該 活 動 に 関 連 す る 収 益 を 整 理 す る た

め に 設 定 さ れ る 会 計 単 位 を い う 。  

三  「 支 援 設 備 」 と は 、 第 一 種 指 定 電 気 通 信 設 備 が 有 す る 機 能 を 支 援 す る た

め に 使 用 さ れ る 電 力 設 備 、 総 合 監 視 設 備 及 び 試 験 受 付 設 備 等 に 関 連 す る 資

産 及 び 費 用 を 整 理 す る 補 助 部 門 を い う 。  

四  「 全 般 管 理 」 と は 、 営 業 所 等 に お け る 共 通 的 作 業 及 び 本 社 等 管 理 部 門 に

お け る 活 動 に 関 連 す る 資 産 及 び 費 用 を 整 理 す る 補 助 部 門 を い う 。  

第 一 条  （ 略 ）  

 （ 用 語 ）  

第 二 条  （ 略 ）  

 

 

２   

一 ～ 四 （ 略 ）  
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五  「 一 般 第 一 種 指 定 設 備 」 と は 、 接 続 料 規 則 （ 平 成 十 二 年 郵 政 省 令 第 六 十

四 号 ） 第 四 条 の 表 六 の 二 の 項 の う ち 一 般 収 容 ル ー タ 接 続 ル ー テ ィ ン グ 伝 送

機 能 、 一 般 中 継 ル ー タ 接 続 ル ー テ ィ ン グ 伝 送 機 能 、 関 門 交 換 機 接 続 ル ー テ

ィ ン グ 伝 送 機 能 及 び 表 六 の 三 の 項 の 機 能 （ 以 下 別 表 第 一 及 び 別 表 第 二 に お

い て 「 一 般 収 容 ル ー タ 接 続 ル ー テ ィ ン グ 伝 送 機 能 等 」 と い う 。 ） に 係 る 設

備 並 び に Ｓ Ｉ Ｐ サ ー バ と 連 携 し て 提 供 す る セ ッ シ ョ ン 制 御 の 機 能 に 係 る 設

備 を い う 。  

六  「 特 別 第 一 種 指 定 設 備 」 と は 、 一 般 第 一 種 指 定 設 備 以 外 の 第 一 種 指 定 電

気 通 信 設 備 を い う 。  

七  「 設 備 区 分 」 と は 、 第 一 種 指 定 設 備 管 理 部 門 又 は 第 一 種 指 定 設 備 利 用 部

門 の そ れ ぞ れ に 帰 属 さ せ た 電 気 通 信 設 備 を 、 別 表 第 一 勘 定 科 目 表 資 産 の 項

（ 建 物 か ら 建 設 仮 勘 定 ま で の 各 項 を 除 く 。 ） を 基 礎 と し て 階 梯 別 又 は 用 途

別 に 分 け た 会 計 単 位 の 細 区 分 を い う 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五  「 設 備 区 分 」 と は 、 第 一 種 指 定 設 備 管 理 部 門 又 は 第 一 種 指 定 設 備 利 用 部

門 の そ れ ぞ れ に 帰 属 さ せ た 電 気 通 信 設 備 を 、 別 表 第 一 勘 定 科 目 表 資 産 の 項

（ 建 物 か ら 建 設 仮 勘 定 ま で の 各 項 を 除 く 。 ） を 基 礎 と し て 階 梯 別 又 は 用 途

別 に 分 け た 会 計 単 位 の 細 区 分 を い う 。  

第 三 条 ～ 第 四 条  （ 略 ）  第 三 条 ～ 第 四 条  （ 略 ）  

（ 会 計 単 位 の 区 分 ）  

第 五 条  事 業 者 は 、 電 気 通 信 事 業 に 関 連 す る 資 産 並 び に 費 用 及 び 収 益 を 、 第 一

種 指 定 設 備 管 理 部 門 と 第 一 種 指 定 設 備 利 用 部 門 と に 適 正 に 区 分 し て 整 理 し な

け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 場 合 に お い て 、 第 一 種 指 定 電 気 通 信 設 備 の 利 用 に 関 す る 第 一 種 指 定

設 備 管 理 部 門 と 第 一 種 指 定 設 備 利 用 部 門 と の 取 引 は 、 法 第 三 十 三 条 第 九 項 に

規 定 す る 認 可 接 続 約 款 等 に 記 載 さ れ た 当 該 取 引 に 適 用 す る こ と が 相 当 と 認 め

ら れ る 接 続 料 の 振 替 に よ っ て 整 理 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 当 該 接 続 料

が 認 可 接 続 約 款 等 に 定 め ら れ て い な い と き は 、 接 続 料 規 則 の 規 定 を 準 用 し て

算 定 し た 金 額 の 振 替 に よ っ て 整 理 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 会 計 単 位 の 区 分 ）  

第 五 条  事 業 者 は 、 電 気 通 信 事 業 に 関 連 す る 資 産 並 び に 費 用 及 び 収 益 を 、 第 一

種 指 定 設 備 管 理 部 門 と 第 一 種 指 定 設 備 利 用 部 門 と に 適 正 に 区 分 し て 整 理 し な

け れ ば な ら な い 。  
２  前 項 の 場 合 に お い て 、 第 一 種 指 定 電 気 通 信 設 備 の 利 用 に 関 す る 第 一 種 指 定

設 備 管 理 部 門 と 第 一 種 指 定 設 備 利 用 部 門 と の 取 引 は 、 法 第 三 十 三 条 第 九 項 に

規 定 す る 認 可 接 続 約 款 等 に 記 載 さ れ た 当 該 取 引 に 適 用 す る こ と が 相 当 と 認 め

ら れ る 接 続 料 の 振 替 に よ っ て 整 理 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 当 該 接 続 料

が 認 可 接 続 約 款 等 に 定 め ら れ て い な い と き は 、 接 続 料 規 則 （ 平 成 十 二 年 郵 政

省 令 第 六 十 四 号 ） の 規 定 を 準 用 し て 算 定 し た 金 額 の 振 替 に よ っ て 整 理 し な け
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れ ば な ら な い 。  

第 六 条 ～ 第 十 二 条  （ 略 ）  第 六 条 ～ 第 十 二 条  （ 略 ）  

改  正  案 現     行 

別表第一〔第２条・第６条・第７条・第８条〕 

勘  定  科  目  表 

資           産 

科  目 款（原価部門） 項 

１ 電気通信事業固定資産

(1)有形固定資産 

 

第一種指定設備管理部門

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．一般第一種指定設備 

一般第一種指定収容ルータ（一般収

容ルータ接続ルーティング伝送機能

に係るものに限る。） 

一般第一種指定中継ルータ 

ＳＩＰサーバ 

ゲートウェイルータ 

メディアゲートウェイ 

一般第一種指定収容ルータ（一般収

容ルータ接続ルーティング伝送機能

に係るものを除く。） 

網終端装置（ＩＰ―ＶＰＮサービス

に係るもの） 

網終端装置（インターネット接続サ

ービスに係るもの） 

収容イーサネットスイッチ 

中継イーサネットスイッチ 

ゲートウェイスイッチ 

伝送路 

（何） 

２．特別第一種指定設備 

端末系伝送路（電気信号の伝送に係

るもの） 

主配線盤（電気信号の伝送に係るも

の） 

別表第一〔第２条・第６条・第７条・第８条〕 

勘  定  科  目  表 

資           産 

科  目 款（原価部門） 項 

１ 電気通信事業固定資産

(1)有形固定資産 

 

第一種指定設備管理部門

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

端末系伝送路（電気信号の伝送に係

るもの） 

主配線盤（電気信号の伝送に係るも

の） 
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端末系伝送路（光信号の伝送に係る

もの） 

主配線盤（光信号の伝送に係るも

の） 

公衆電話設備 

端末系交換設備（主として音声伝送

役務の提供に用いられるもの） 

端末系交換設備（主として音声伝送

役務の提供に用いられるもののう

ち、加入者交換機接続用伝送装置利

用機能に係るもの） 

端末系交換設備（主としてデータ伝

送役務の提供に用いられるもの） 

端末系交換設備（主としてデータ伝

送役務の提供に用いられるもののう

ち、ルーティング伝送機能に係るも

の） 

端末系交換設備～端末系又は中継系

交換設備伝送路（主として音声伝送

役務の提供に用いられるもの） 

端末系交換設備～端末系又は中継系

交換設備伝送路（主としてデータ伝

送役務の提供に用いられるもの） 

端末系交換設備～端末系又は中継系

交換設備伝送路（主としてデータ伝

送役務の提供に用いられるもののう

ち、ルーティング伝送機能に係るも

の） 

中継系交換設備（主として音声伝送

役務の提供に用いられるもの） 

中継系交換設備（主としてデータ伝

送役務の提供に用いられるもの） 

中継系交換設備（主としてデータ伝

送役務の提供に用いられるもののう

ち、ルーティング伝送機能に係るも

の） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

端末系伝送路（光信号の伝送に係る

もの） 

主配線盤（光信号の伝送に係るも

の） 

公衆電話設備 

端末系交換設備（主として音声伝送

役務の提供に用いられるもの） 

端末系交換設備（主として音声伝送

役務の提供に用いられるもののう

ち、加入者交換機接続用伝送装置利

用機能に係るもの） 

端末系交換設備（主としてデータ伝

送役務の提供に用いられるもの） 

端末系交換設備（主としてデータ伝

送役務の提供に用いられるもののう

ち、ルーティング伝送機能に係るも

の） 

端末系交換設備～端末系又は中継系

交換設備伝送路（主として音声伝送

役務の提供に用いられるもの） 

端末系交換設備～端末系又は中継系

交換設備伝送路（主としてデータ伝

送役務の提供に用いられるもの） 

端末系交換設備～端末系又は中継系

交換設備伝送路（主としてデータ伝

送役務の提供に用いられるもののう

ち、ルーティング伝送機能に係るも

の） 

中継系交換設備（主として音声伝送

役務の提供に用いられるもの） 

中継系交換設備（主としてデータ伝

送役務の提供に用いられるもの） 

中継系交換設備（主としてデータ伝

送役務の提供に用いられるもののう

ち、ルーティング伝送機能に係るも

の） 
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第一種指定設備利用部門

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信号網設備 

番号案内データベース及び番号案内

設備 

手動交換設備 

折返し通信路設定機能に係る設備 

専用加入者線装置モジュール 

専用加入者線装置モジュールのう

ち、光信号電気信号変換機能に係る

もの 

専用線ノード装置 

専用加入者線装置モジュール～専用

線ノード装置伝送路 

専用線ノード装置～専用線ノード装

置伝送路又は相互接続点伝送路 

呼関連データベース 

（何） 

建物 

土地 

構築物 

機械及び装置 

車両及び船舶 

工具、器具及び備品 

休止設備 

建設仮勘定 

機械設備 

空中線設備 

通信衛星設備 

端末設備 

市内線路設備 

市外線路設備 

土木設備 

海底線設備 

建物 

土地 

構築物 

車両及び船舶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一種指定設備利用部門

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信号網設備 

番号案内データベース及び番号案内

設備 

手動交換設備 

折返し通信路設定機能に係る設備 

専用加入者線装置モジュール 

専用加入者線装置モジュールのう

ち、光信号電気信号変換機能に係る

もの 

専用線ノード装置 

専用加入者線装置モジュール～専用

線ノード装置伝送路 

専用線ノード装置～専用線ノード装

置伝送路又は相互接続点伝送路 

呼関連データベース 

（何） 

建物 

土地 

構築物 

機械及び装置 

車両及び船舶 

工具、器具及び備品 

休止設備 

建設仮勘定 

機械設備 

空中線設備 

通信衛星設備 

端末設備 

市内線路設備 

市外線路設備 

土木設備 

海底線設備 

建物 

土地 

構築物 

車両及び船舶 
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支援設備（補助部門） 

 

 

 

全般管理（補助部門） 

 

機械及び装置 

工具、器具及び備品 

休止設備 

建設仮勘定 

電力設備 

監視設備 

試験受付設備 

（何） 

共通部門設備 

管理部門設備 

(2)無形固定資産 第一種指定設備管理部門

 

第一種指定設備利用部門

電気通信事業会計規則の科目に従っ

て整理 

同上 

(3)投資その他の資産 

 

第一種指定設備管理部門

 

第一種指定設備利用部門

電気通信事業会計規則の科目に従っ

て整理 

同上 

２ 繰延資産 

 

第一種指定設備管理部門

 

第一種指定設備利用部門

電気通信事業会計規則の科目に従っ

て整理 

同上 

 

費        用 

営  業  費  用 

科  目 款（原価部門） 項 

営業費 第一種指定設備管理部門

第一種指定設備利用部門

（何） 

契約管理 

料金収納 

広報・広告 

役務販売 

（何） 

運用費 第一種指定設備管理部門

 

第一種指定設備利用部門

番号案内 

手動接続通話 

電報運用 

（何） 

施設保全費 第一種指定設備管理部門

 

 

（何）設備保守 

（何）設備ソフト作成・使用料 

通信設備外ソフト作成・使用料 

 

 

 

 

支援設備（補助部門） 

 

 

 

全般管理（補助部門） 

 

機械及び装置 

工具、器具及び備品 

休止設備 

建設仮勘定 

電力設備 

監視設備 

試験受付設備 

（何） 

共通部門設備 

管理部門設備 

(2)無形固定資産 第一種指定設備管理部門

 

第一種指定設備利用部門

電気通信事業会計規則の科目に従っ

て整理 

同上 

(3) 投資その他の資産 第一種指定設備管理部門

 

第一種指定設備利用部門

電気通信事業会計規則の科目に従っ

て整理 

同上 

２ 繰延資産 第一種指定設備管理部門

 

第一種指定設備利用部門

電気通信事業会計規則の科目に従っ

て整理 

同上 

 

費        用 

営  業  費  用 

科  目 款（原価部門） 項 

営業費 第一種指定設備管理部門

第一種指定設備利用部門

（何） 

契約管理 

料金収納 

広報・広告 

役務販売 

（何） 

運用費 第一種指定設備管理部門

 

第一種指定設備利用部門

番号案内 

手動接続通話 

電報運用 

（何） 

施設保全費 第一種指定設備管理部門

 

 

（何）設備保守 

（何）設備ソフト作成・使用料 

通信設備外ソフト作成・使用料 
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第一種指定設備利用部門

 

 

支援設備（補助部門） 

 

（何）設備保守 

（何）設備ソフト作成・使用料 

通信設備外ソフト作成・使用料 

電力設備 

監視設備 

試験受付 

（何） 

共通費 全般管理（補助部門） 資材 

研修 

医療 

一般共通 

管理費 全般管理（補助部門） ネットワーク関連部門 

サービス関連部門 

一般管理部門 

試験研究費及び研究費償

却 

第一種指定設備管理部門

 

第一種指定設備利用部門

インフラ系応用技術 

インフラ系基礎技術 

インフラ系応用技術 

インフラ系基礎技術 

ユーザー系応用技術 

ユーザー系基礎技術 

宅内系応用技術 

純粋基礎技術 

減価償却費 第一種指定設備管理部門

 

 

 

 

 

 

第一種指定設備利用部門

 

 

 

 

 

 

（何）設備 

建物 

構築物 

機械及び装置 

車両及び船舶 

工具、器具及び備品 

休止設備 

（何）設備 

建物 

構築物 

機械及び装置 

車両及び船舶 

工具、器具及び備品 

休止設備 

第一種指定設備利用部門

 

 

支援設備（補助部門） 

（何）設備保守 

（何）設備ソフト作成・使用料 

通信設備外ソフト作成・使用料 

電力設備 

監視設備 

試験受付 

（何） 

共通費 全般管理（補助部門） 資材 

研修 

医療 

一般共通 

管理費 全般管理（補助部門） ネットワーク関連部門 

サービス関連部門 

一般管理部門 

試験研究費及び研究費償却 第一種指定設備管理部門

 

第一種指定設備利用部門

インフラ系応用技術 

インフラ系基礎技術 

インフラ系応用技術 

インフラ系基礎技術 

ユーザー系応用技術 

ユーザー系基礎技術 

宅内系応用技術 

純粋基礎技術 

減価償却費 第一種指定設備管理部門

 

 

 

 

 

 

第一種指定設備利用部門

 

 

 

 

 

 

（何）設備 

建物 

構築物 

機械及び装置 

車両及び船舶 

工具、器具及び備品 

休止設備 

（何）設備 

建物 

構築物 

機械及び装置 

車両及び船舶 

工具、器具及び備品 

休止設備 
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支援設備（補助部門） 

 

 

 

全般管理（補助部門） 

電力設備 

監視設備 

試験受付 

（何） 

共通部門設備 

管理部門設備 

固定資産除却費 減価償却に倣う  

通信設備使用料 第一種指定設備管理部門

第一種指定設備利用部門

（何）設備使用料 

（何）設備使用料 

租税公課 第一種指定設備管理部門

 

 

 

第一種指定設備利用部門

国税 

地方税 

道路占用料 

（何） 

国税 

地方税 

道路占用料 

（何） 

振替網使用料 第一種指定設備管理部門

第一種指定設備利用部門

（何）設備使用料 

（何）設備使用料 

 

収        益 

営  業  収  益 

科  目 款（原価部門） 項 

受取網使用料 第一種指定設備管理部門

 

事業者の接続形態に応じた項を規定

する。 

振替網使用料  

 

第一種指定設備管理部門

 

第一種指定設備利用部門

事業者の接続形態に準じた項を規定

する。 

（何）設備使用料 

接続装置使用料 第一種指定設備管理部門 装置の種別ごとに項を設ける。 

網改造料 第一種指定設備管理部門 改造対象設備の種別ごとに項を設け

る。 

役務収入 第一種指定設備利用部門 （何） 
 

支援設備（補助部門） 

 

 

 

全般管理（補助部門） 

電力設備 

監視設備 

試験受付 

（何） 

共通部門設備 

管理部門設備 

固定資産除却費 減価償却に倣う  

通信設備使用料 第一種指定設備管理部門

第一種指定設備利用部門

（何）設備使用料 

（何）設備使用料 

租税公課 第一種指定設備管理部門

 

 

 

第一種指定設備利用部門

国税 

地方税 

道路占用料 

（何） 

国税 

地方税 

道路占用料 

（何） 

振替網使用料 第一種指定設備管理部門

第一種指定設備利用部門

（何）設備使用料 

（何）設備使用料 

 

収        益 

営  業  収  益 

科  目 款（原価部門） 項 

受取網使用料 第一種指定設備管理部門

 

事業者の接続形態に応じた項を規定

する。 

振替網使用料  

 

第一種指定設備管理部門

 

第一種指定設備利用部門

事業者の接続形態に準じた項を規定

する。 

（何）設備使用料 

接続装置使用料 第一種指定設備管理部門 装置の種別ごとに項を設ける。 

網改造料 第一種指定設備管理部門 改造対象設備の種別ごとに項を設け

る。 

役務収入 第一種指定設備利用部門 （何） 
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改  正  案 現     行 

別表第二〔第６条・第８条〕 

接続会計財務諸表様式 

様式第１ 

損 益 計 算 書 

 

会計単位名 第一種指定設備管理部門 

（単位 円）

Ⅰ 接続損益の部 

(1)営業収益 

１ 受取網使用料 

 ア 一般収容ルータ接続ルーティング伝送機能等に係るもの 

 イ ア以外のもの 

２ 振替網使用料 

 ア 一般収容ルータ接続ルーティング伝送機能等に係るもの 

 イ ア以外のもの 

  （ア） 接続料規則第４条に規定する機能に係るもの 

  （イ） （ア）以外のもの 

(2)営業費用 

 １ 営業費用 

 ２ 振替網使用料 

  接続営業利益（又は接続営業損失） 

Ⅱ 接続関連損益の部 

(1)営業収益 

 １ 接続装置使用 

  ア 一般収容ルータ接続ルーティング伝送機能等に係るもの 

  イ ア以外のもの 

 ２ 網改造料 

  ア 一般収容ルータ接続ルーティング伝送機能等に係るもの 

  イ ア以外のもの 

(2)営業費用 

接続関連営業利益（又は接続関連営業損失） 

 

会計単位名 第一種指定設備利用部門 

（単位 円）

別表第二〔第６条・第８条〕 

接続会計財務諸表様式 

様式第１ 

損 益 計 算 書 

 

会計単位名 第一種指定設備管理部門 

（単位 円） 

Ⅰ 接続損益の部 

(1)営業収益 

 １ 受取網使用料 

 

 

 ２ 振替網使用料 

 

 

 

 

(2)営業費用 

 １ 営業費用 

 ２ 振替網使用料 

  接続営業利益（又は接続営業損失） 

Ⅱ 接続関連損益の部 

(1)営業収益 

 １ 接続装置使用料 

 

 

 ２ 網改造料 

 

 

(2)営業費用 

  接続関連営業利益（又は接続関連営業損失） 

 

会計単位名 第一種指定設備利用部門 

（単位 円） 
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(1)営業収益 

 １ 役務収入 

２ 振替網使用料 

 (2)営業費用 

  １ 営業費用 

２ 振替網使用料 

 ア 一般収容ルータ接続ルーティング伝送機能等に係るもの 

 イ ア以外のもの 

  （ア） 接続料規則第４条に規定する機能に係るもの 

  （イ） （ア）以外のもの 

   第一種指定設備利用部門営業利益（又は第一種指定設備利用部門営業損失） 

（記載上の注意） 

次の事項を注記すること。 

第一種指定設備管理部門「Ⅰ 接続損益の部 (1)営業収益 ２ 振替網使用料」に関し、

認可接続約款等以外の提供分についての振替額 

 

(1)営業収益 

 １ 役務収入 

２ 振替網使用料 

 (2)営業費用 

  １ 営業費用 

  ２ 振替網使用料 

 

 

 

 

   第一種指定設備利用部門営業利益（又は第一種指定設備利用部門営業損失） 

（記載上の注意） 

次の事項を注記すること。 

第一種指定設備管理部門「Ⅰ 接続損益の部 (1)営業収益 ２ 振替網使用料」に関し、認

可接続約款等以外の提供分についての振替額 

 

様式第２ （略） 様式第２ （略） 
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改  正  案 

様式第３ 

固定資産帰属明細表 

（単位 円） 

 

第
一
種
指
定
設
備
管
理
部
門
計 

                           

第
一
種
指
定
設
備
利
用
部
門
計 

   

合
計 一

般
第
一
種
指
定
設
備 

特
別
第
一
種
指
定
設
備 

                          

う
ち
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
に
係
る
も
の 

指
定
外
電
気
通
信
設
備 

（
何
） 

サ
ー
ビ
ス
活
動 

端
末
系
伝
送
路
（
電
気
信
号
の
伝
送
に
係
る
も
の
） 

主
配
線
盤
（
電
気
信
号
の
伝
送
に
係
る
も
の
） 

端
末
系
伝
送
路
（
光
信
号
の
伝
送
に
係
る
も
の
） 

主
配
線
盤
（
光
信
号
の
伝
送
に
係
る
も
の
） 

公
衆
電
話
設
備 

端
末
系
交
換
設
備
（
主
と
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
） 

 

端
末
系
交
換
設
備
（
主
と
し
て
デ
ー
タ
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
） 

 

端
末
系
交
換
設
備
～
端
末
系
又
は
中
継
系
交
換
設
備
伝
送
路
（
主
と
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
） 

端
末
系
交
換
設
備
～
端
末
系
又
は
中
継
系
交
換
設
備
伝
送
路
（
主
と
し
て
デ
ー
タ
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
） 

 

中
継
系
交
換
設
備
（
主
と
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
） 

中
継
系
交
換
設
備
（
主
と
し
て
デ
ー
タ
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
） 

 

信
号
網
設
備 

番
号
案
内
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
及
び
番
号
案
内
設
備 

手
動
交
換
設
備 

折
返
し
通
信
路
設
定
機
能
に
係
る
設
備 

専
用
加
入
者
線
装
置
モ
ジ
ュ
ー
ル 

 

専
用
線
ノ
ー
ド
装
置 

専
用
加
入
者
線
装
置
モ
ジ
ュ
ー
ル
～
専
用
線
ノ
ー
ド
装
置
伝
送
路 

専
用
線
ノ
ー
ド
装
置
～
専
用
線
ノ
ー
ド
装
置
伝
送
路
又
は
相
互
接
続
点
伝
送
路 

呼
関
連
デ
ー
タ
ベ
ー
ス 

（
何
） う

ち
加
入
者
交
換
機
接
続
用
伝
送
装
置
利
用
機
能
に
係
る
も
の 

う
ち
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
に
係
る
も
の 

う
ち
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
に
係
る
も
の 

う
ち
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
に
係
る
も
の 

う
ち
光
信
号
電
気
信
号
変
換
機
能
に
係
る
も
の 
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機
械
設
備 

公衆電話機械設備

取 得 価 額                                    

減価償却累計額                                    

帳 簿 価 額                                    

市 内 機 械 設 備

取 得 価 額                                    

減価償却累計額                                    

帳 簿 価 額                                    

市 外 機 械 設 備

取 得 価 額                                    

減価償却累計額                                    

帳 簿 価 額                                    

電 報 機 械 設 備

取 得 価 額                                    

減価償却累計額                                    

帳 簿 価 額                                    

伝 送 機 械 設 備

取 得 価 額                                    

減価償却累計額                                    

帳 簿 価 額                                    

無 線 機 械 設 備

取 得 価 額                                    

減価償却累計額                                    

帳 簿 価 額                                    

電 力 設 備

取 得 価 額                                    

減価償却累計額                                    

帳 簿 価 額                                    

電話番号案内設備
取 得 価 額                                    

減価償却累計額                                    
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帳 簿 価 額                                    

監 視 設 備

取 得 価 額                                    

減価償却累計額                                    

帳 簿 価 額                                    

（ 何 ）

取 得 価 額                                    

減価償却累計額                                    

帳 簿 価 額                                    

空 中 線 設 備 

取 得 価 額                                    

減価償却累計額                                    

帳 簿 価 額                                    

通 信 衛 星 設 備 

取 得 価 額                                    

減価償却累計額                                    

帳 簿 価 額                                    

端 末 設 備 

取 得 価 額                                    

減価償却累計額                                    

帳 簿 価 額                                    

線
路
設
備 

市 内 線 路 設 備

取 得 価 額                                    

減価償却累計額                                    

帳 簿 価 額                                    

市 外 線 路 設 備

取 得 価 額                                    

減価償却累計額                                    

帳 簿 価 額                                    

 取 得 価 額                                    
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土 木 設 備 

 

減価償却累計額                                    

帳 簿 価 額                                    

海 底 線 設 備 

取 得 価 額                                    

減価償却累計額                                    

帳 簿 価 額                                    

建 物 

取 得 価 額                                    

減価償却累計額                                    

帳 簿 価 額                                    

構 築 物 

取 得 価 額                                    

減価償却累計額                                    

帳 簿 価 額                                    

機 械 及 び 装 置 

取 得 価 額                                    

減価償却累計額                                    

帳 簿 価 額                                    

車 両 及 び 船 舶 

取 得 価 額                                    

減価償却累計額                                    

帳 簿 価 額                                    

工具、器具及び備品 

取 得 価 額                                    

減価償却累計額                                    

帳 簿 価 額                                    

休 止 設 備 

取 得 価 額                                    

減価償却累計額                                    

帳 簿 価 額                                    
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土 地 

取 得 価 額                                    

減価償却累計額                                    

帳 簿 価 額                                    

建 設 仮 勘 定 

取 得 価 額                                    

減価償却累計額                                    

帳 簿 価 額                                    

無 形 固 定 資 産 

取 得 価 額                                    

減価償却累計額                                    

帳 簿 価 額                                    

設備区分ごとの固定資産合計 

取 得 価 額                                    

減価償却累計額                                    

帳 簿 価 額                                    

（注） 

この表に掲げた項目に計上すべき金額がない場合は、当該項目を省略した様式により作成することができる。 
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現     行 

様式第３ 

固定資産帰属明細表 

（単位 円） 

 

第
一
種
指
定
設
備
管
理
部
門
計 

                           

第
一
種
指
定
設
備
利
用
部
門
計 

   

合
計 端

末
系
伝
送
路
（
電
気
信
号
の
伝
送
に
係
る
も
の
） 

主
配
線
盤
（
電
気
信
号
の
伝
送
に
係
る
も
の
） 

端
末
系
伝
送
路
（
光
信
号
の
伝
送
に
係
る
も
の
） 

主
配
線
盤
（
光
信
号
の
伝
送
に
係
る
も
の
） 

公
衆
電
話
設
備 

端
末
系
交
換
設
備
（
主
と
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
） 

 

端
末
系
交
換
設
備
（
主
と
し
て
デ
ー
タ
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
） 

 

端
末
系
交
換
設
備
～
端
末
系
又
は
中
継
系
交
換
設
備
伝
送
路
（
主
と
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
） 

端
末
系
交
換
設
備
～
端
末
系
又
は
中
継
系
交
換
設
備
伝
送
路
（
主
と
し
て
デ
ー
タ
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
） 

 

中
継
系
交
換
設
備
（
主
と
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
） 

中
継
系
交
換
設
備
（
主
と
し
て
デ
ー
タ
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
） 

 

信
号
網
設
備 

番
号
案
内
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
及
び
番
号
案
内
設
備 

手
動
交
換
設
備 

折
返
し
通
信
路
設
定
機
能
に
係
る
設
備 

専
用
加
入
者
線
装
置
モ
ジ
ュ
ー
ル 

 

専
用
線
ノ
ー
ド
装
置 

専
用
加
入
者
線
装
置
モ
ジ
ュ
ー
ル
～
専
用
線
ノ
ー
ド
装
置
伝
送
路 

専
用
線
ノ
ー
ド
装
置
～
専
用
線
ノ
ー
ド
装
置
伝
送
路
又
は
相
互
接
続
点
伝
送
路 

呼
関
連
デ
ー
タ
ベ
ー
ス 

（
何
） 

う
ち
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
に
係
る
も
の 

指
定
外
電
気
通
信
設
備 

（
何
） 

サ
ー
ビ
ス
活
動 

う
ち
加
入
者
交
換
機
接
続
用
伝
送
装
置
利
用
機
能
に
係
る
も
の 

う
ち
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
に
係
る
も
の 

う
ち
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
に
係
る
も
の 

う
ち
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
に
係
る
も
の 

う
ち
光
信
号
電
気
信
号
変
換
機
能
に
係
る
も
の 
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機
械
設
備 

公衆電話機械設備

取 得 価 額                                  

減価償却累計額                                  

帳 簿 価 額                                  

市 内 機 械 設 備

取 得 価 額                                  

減価償却累計額                                  

帳 簿 価 額                                  

市 外 機 械 設 備

取 得 価 額                                  

減価償却累計額                                  

帳 簿 価 額                                  

電 報 機 械 設 備

取 得 価 額                                  

減価償却累計額                                  

帳 簿 価 額                                  

伝 送 機 械 設 備

取 得 価 額                                  

減価償却累計額                                  

帳 簿 価 額                                  

無 線 機 械 設 備

取 得 価 額                                  

減価償却累計額                                  

帳 簿 価 額                                  

電 力 設 備

取 得 価 額                                  

減価償却累計額                                  

帳 簿 価 額                                  

電話番号案内設備
取 得 価 額                                  

減価償却累計額                                  
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帳 簿 価 額                                  

監 視 設 備

取 得 価 額                                  

減価償却累計額                                  

帳 簿 価 額                                  

（ 何 ）

取 得 価 額                                  

減価償却累計額                                  

帳 簿 価 額                                  

空 中 線 設 備 

取 得 価 額                                  

減価償却累計額                                  

帳 簿 価 額                                  

通 信 衛 星 設 備 

取 得 価 額                                  

減価償却累計額                                  

帳 簿 価 額                                  

端 末 設 備 

取 得 価 額                                  

減価償却累計額                                  

帳 簿 価 額                                  

線
路
設
備 

市 内 線 路 設 備

取 得 価 額                                  

減価償却累計額                                  

帳 簿 価 額                                  

市 外 線 路 設 備

取 得 価 額                                  

減価償却累計額                                  

帳 簿 価 額                                  

 取 得 価 額                                  
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土 木 設 備 

 

減価償却累計額                                  

帳 簿 価 額                                  

海 底 線 設 備 

取 得 価 額                                  

減価償却累計額                                  

帳 簿 価 額                                  

建 物 

取 得 価 額                                  

減価償却累計額                                  

帳 簿 価 額                                  

構 築 物 

取 得 価 額                                  

減価償却累計額                                  

帳 簿 価 額                                  

機 械 及 び 装 置 

取 得 価 額                                  

減価償却累計額                                  

帳 簿 価 額                                  

車 両 及 び 船 舶 

取 得 価 額                                  

減価償却累計額                                  

帳 簿 価 額                                  

工具、器具及び備品 

取 得 価 額                                  

減価償却累計額                                  

帳 簿 価 額                                  

休 止 設 備 

取 得 価 額                                  

減価償却累計額                                  

帳 簿 価 額                                  
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土 地 

取 得 価 額                                  

減価償却累計額                                  

帳 簿 価 額                                  

建 設 仮 勘 定 

取 得 価 額                                  

減価償却累計額                                  

帳 簿 価 額                                  

無 形 固 定 資 産 

取 得 価 額                                  

減価償却累計額                                  

帳 簿 価 額                                  

設備区分ごとの固定資産合計 

取 得 価 額                                  

減価償却累計額                                  

帳 簿 価 額                                  

（注） 

この表に掲げた項目に計上すべき金額がない場合は、当該項目を省略した様式により作成することができる。 
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改  正  案 

様式第３の２ 

固定資産帰属明細表（一般第一種指定設備再掲） 

（単位 円） 

 

一
般
第
一
種
指
定
設
備
計 

             

合
計 一

般
第
一
種
指
定
収
容
ル
ー
タ
（
一
般
収
容
ル
ー
タ
接
続
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

一
般
第
一
種
指
定
中
継
ル
ー
タ 

Ｓ
Ｉ
Ｐ
サ
ー
バ 

ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
ル
ー
タ 

メ
デ
ィ
ア
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ 

一
般
第
一
種
指
定
収
容
ル
ー
タ
（
一
般
収
容
ル
ー
タ
接
続
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
に
係
る
も
の
を
除
く
。
） 

網
終
端
装
置
（
Ｉ
Ｐ
―
Ｖ
Ｐ
Ｎ
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
） 

網
終
端
装
置
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
） 

収
容
イ
ー
サ
ネ
ッ
ト
ス
イ
ッ
チ 

中
継
イ
ー
サ
ネ
ッ
ト
ス
イ
ッ
チ 

ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
ス
イ
ッ
チ 

伝
送
路 

（
何
） 
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機
械
設
備 

公衆電話機械設備

取 得 価 額                

減価償却累計額                

帳 簿 価 額                

市 内 機 械 設 備

取 得 価 額                

減価償却累計額                

帳 簿 価 額                

市 外 機 械 設 備

取 得 価 額                

減価償却累計額                

帳 簿 価 額                

電 報 機 械 設 備

取 得 価 額                

減価償却累計額                

帳 簿 価 額                

伝 送 機 械 設 備

取 得 価 額                

減価償却累計額                

帳 簿 価 額                

無 線 機 械 設 備

取 得 価 額                

減価償却累計額                

帳 簿 価 額                

電 力 設 備

取 得 価 額                

減価償却累計額                

帳 簿 価 額                

電話番号案内設備
取 得 価 額                

減価償却累計額                
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帳 簿 価 額                

監 視 設 備

取 得 価 額                

減価償却累計額                

帳 簿 価 額                

（ 何 ）

取 得 価 額                

減価償却累計額                

帳 簿 価 額                

空 中 線 設 備 

取 得 価 額                

減価償却累計額                

帳 簿 価 額                

通 信 衛 星 設 備 

取 得 価 額                

減価償却累計額                

帳 簿 価 額                

端 末 設 備 

取 得 価 額                

減価償却累計額                

帳 簿 価 額                

線
路
設
備 

市 内 線 路 設 備

取 得 価 額                

減価償却累計額                

帳 簿 価 額                

市 外 線 路 設 備

取 得 価 額                

減価償却累計額                

帳 簿 価 額                

 取 得 価 額                
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土 木 設 備 

 

減価償却累計額                

帳 簿 価 額                

海 底 線 設 備 

取 得 価 額                

減価償却累計額                

帳 簿 価 額                

建 物 

取 得 価 額                

減価償却累計額                

帳 簿 価 額                

構 築 物 

取 得 価 額                

減価償却累計額                

帳 簿 価 額                

機 械 及 び 装 置 

取 得 価 額                

減価償却累計額                

帳 簿 価 額                

車 両 及 び 船 舶 

取 得 価 額                

減価償却累計額                

帳 簿 価 額                

工具、器具及び備品 

取 得 価 額                

減価償却累計額                

帳 簿 価 額                

休 止 設 備 

取 得 価 額                

減価償却累計額                

帳 簿 価 額                
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土 地 

取 得 価 額                

減価償却累計額                

帳 簿 価 額                

建 設 仮 勘 定 

取 得 価 額                

減価償却累計額                

帳 簿 価 額                

無 形 固 定 資 産 

取 得 価 額                

減価償却累計額                

帳 簿 価 額                

設備区分ごとの固定資産合計 

取 得 価 額                

減価償却累計額                

帳 簿 価 額                

（注） 

この表に掲げた項目に計上すべき金額がない場合は、当該項目を省略した様式により作成することができる。 

 

 

 

 

（ 新 規 ）  
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改  正  案 

 

様式第４ 

設 備 区 分 別 費 用 明 細 表 

（単位 円） 

 

第
一
種
指
定
設
備
管
理
部
門
計 

   第
一
種
指
定
設
備
利
用
部
門
計 

 合
計 一

般
第
一
種
指
定
設
備 

特
別
第
一
種
指
定
設
備 

                          

う
ち
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
に
係
る
も
の 

指
定
外
電
気
通
信
設
備 

（
何
） 

サ
ー
ビ
ス
活
動 

端
末
系
伝
送
路
（
電
気
信
号
の
伝
送
に
係
る
も
の
） 

主
配
線
盤
（
電
気
信
号
の
伝
送
に
係
る
も
の
） 

端
末
系
伝
送
路
（
光
信
号
の
伝
送
に
係
る
も
の
） 

主
配
線
盤
（
光
信
号
の
伝
送
に
係
る
も
の
） 

公
衆
電
話
設
備 

端
末
系
交
換
設
備
（
主
と
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
） 

 

端
末
系
交
換
設
備
（
主
と
し
て
デ
ー
タ
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
） 

 

端
末
系
交
換
設
備
～
端
末
系
又
は
中
継
系
交
換
設
備
伝
送
路
（
主
と
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
） 

端
末
系
交
換
設
備
～
端
末
系
又
は
中
継
系
交
換
設
備
伝
送
路
（
主
と
し
て
デ
ー
タ
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
） 

 

中
継
系
交
換
設
備
（
主
と
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
） 

中
継
系
交
換
設
備
（
主
と
し
て
デ
ー
タ
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
） 

 

信
号
網
設
備 

番
号
案
内
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
及
び
番
号
案
内
設
備 

手
動
交
換
設
備 

折
返
し
通
信
路
設
定
機
能
に
係
る
設
備 

専
用
加
入
者
線
装
置
モ
ジ
ュ
ー
ル 

 

専
用
線
ノ
ー
ド
装
置 

専
用
加
入
者
線
装
置
モ
ジ
ュ
ー
ル
～
専
用
線
ノ
ー
ド
装
置
伝
送
路 

専
用
線
ノ
ー
ド
装
置
～
専
用
線
ノ
ー
ド
装
置
伝
送
路
又
は
相
互
接
続
点
伝
送
路 

呼
関
連
デ
ー
タ
ベ
ー
ス 

（
何
） 

う
ち
加
入
者
交
換
機
接
続
用
伝
送
装
置
利
用
機
能
に
係
る
も
の 

う
ち
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
に
係
る
も
の 

う
ち
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
に
係
る
も
の 

う
ち
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
に
係
る
も
の 

う
ち
光
信
号
電
気
信
号
変
換
機
能
に
係
る
も
の 
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営 業 費                                    

 う ち 貸 倒 損 失                                    

運 用 費                                    

施 設 保 全 費                                    

共 通 費                                    

管 理 費                                    

試 験 研 究 費 及 び 研 究 費 償 却                                    

減 価 償 却 費                                    

固 定 資 産 除 却 費                                    

 う ち 除 却 損                                    

通 信 設 備 使 用 料                                    

租 税 公 課                                    

合 計                                    

（単位 ％） 

直 課                                    

活 動 基 準 帰 属                                    

配 賦                                    

（注） 

 １ 電気通信設備を収容する建物に係る費用、器具備品に係る費用、通信設備使用料及び租税公課については、原則として次の基準により、第一種指定設備管理部門及び第一種指定設備利用部門にお

いて物理的に管理可能な資産の区分、支援設備、全般管理に帰属させる。 

  建物 

   減価償却費、固定資産除却費、施設保全費  第一段階 

                         占有面積比 

                        第二段階 

                         設備の占有面積比（設備収容関連） 

                         稼働人員数比（設備収容関連以外） 

  器具備品 

   減価償却費、固定資産除却費、施設保全費  稼働人員数比 

  通信設備使用料               該当する設備区分比 

  租税公課                  正味固定資産額比 

 ２ 試験研究費及び研究費償却については、次の基準により第一種指定設備管理部門及び第一種指定設備利用部門において物理的に管理可能な資産の区分に帰属させる。 

  インフラ系応用技術（通信用建物）      占有面積比 

  インフラ系応用技術（通信用電力）      仕様電力値比 

  インフラ系応用技術（電気通信設備）     設備区分の当年度取得固定資産価額比 

  インフラ系基礎技術             設備の当年度取得固定資産価額比 
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 ３ 第８条第２項に規定する基準は、原則として次のとおりとする。 

  支援設備 

   電力設備                 仕様電力値比 

   試験受付                 故障件数比 

   監視設備                 監視対応件数比  

  全般管理 

   共通 

    資材（販売用のものを除く。） 

     保管、荷役、輸配送          当年度取得固定資産価額比 

     資材共通               当年度取得固定資産価額比 

    研修（サービス関連のものを除く。） 

     設備                 関連部門の稼働人員数比 

     共通                 稼働人員数比 

    医療（職員の健康管理に関するもの）   稼働人員数比 

    一般共通 

     経理（仕訳レコード数により設備関連の 支出額比 

       ものを抽出） 

     総務、厚生、人事等          支出額比 

   管理（サービス関連部門を除く。） 

    ネットワーク関連            取得固定資産価額比 

    一般管理（電気通信設備の管理運営に関連 支出額比 

        するもの） 

 ４ この表に掲げた項目に計上すべき金額がない場合は、当該項目を省略した様式により作成することができる。 
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現     行 

 

様式第４ 

設 備 区 分 別 費 用 明 細 表 

（単位 円） 

 

第
一
種
指
定
設
備
管
理
部
門
計 

 第
一
種
指
定
設
備
利
用
部
門
計 

 合
計 端

末
系
伝
送
路
（
電
気
信
号
の
伝
送
に
係
る
も
の
） 

主
配
線
盤
（
電
気
信
号
の
伝
送
に
係
る
も
の
） 

端
末
系
伝
送
路
（
光
信
号
の
伝
送
に
係
る
も
の
） 

主
配
線
盤
（
光
信
号
の
伝
送
に
係
る
も
の
） 

公
衆
電
話
設
備 

端
末
系
交
換
設
備
（
主
と
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
） 

 

端
末
系
交
換
設
備
（
主
と
し
て
デ
ー
タ
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
） 

 

端
末
系
交
換
設
備
～
端
末
系
又
は
中
継
系
交
換
設
備
伝
送
路
（
主
と
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
） 

端
末
系
交
換
設
備
～
端
末
系
又
は
中
継
系
交
換
設
備
伝
送
路
（
主
と
し
て
デ
ー
タ
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
） 

 

中
継
系
交
換
設
備
（
主
と
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
） 

中
継
系
交
換
設
備
（
主
と
し
て
デ
ー
タ
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
） 

 

信
号
網
設
備 

番
号
案
内
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
及
び
番
号
案
内
設
備 

手
動
交
換
設
備 

折
返
し
通
信
路
設
定
機
能
に
係
る
設
備 

専
用
加
入
者
線
装
置
モ
ジ
ュ
ー
ル 

 

専
用
線
ノ
ー
ド
装
置 

専
用
加
入
者
線
装
置
モ
ジ
ュ
ー
ル
～
専
用
線
ノ
ー
ド
装
置
伝
送
路 

専
用
線
ノ
ー
ド
装
置
～
専
用
線
ノ
ー
ド
装
置
伝
送
路
又
は
相
互
接
続
点
伝
送
路 

呼
関
連
デ
ー
タ
ベ
ー
ス 

（
何
） 

う
ち
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
に
係
る
も
の 

指
定
外
電
気
通
信
設
備 

（
何
） 

サ
ー
ビ
ス
活
動 

う
ち
加
入
者
交
換
機
接
続
用
伝
送
装
置
利
用
機
能
に
係
る
も
の 

う
ち
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
に
係
る
も
の 

う
ち
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
に
係
る
も
の 

う
ち
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
に
係
る
も
の 

う
ち
光
信
号
電
気
信
号
変
換
機
能
に
係
る
も
の 
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営 業 費                                  

 う ち 貸 倒 損 失                                  

運 用 費                                  

施 設 保 全 費                                  

共 通 費                                  

管 理 費                                  

試 験 研 究 費 及 び 研 究 費 償 却                                  

減 価 償 却 費                                  

固 定 資 産 除 却 費                                  

 う ち 除 却 損                                  

通 信 設 備 使 用 料                                  

租 税 公 課                                  

合 計                                  

（単位 ％） 

直 課                                  

活 動 基 準 帰 属                                  

配 賦                                  

（注） 

 １ 電気通信設備を収容する建物に係る費用、器具備品に係る費用、通信設備使用料及び租税公課については、原則として次の基準により、第一種指定設備管理部門及び第一種指定設備利用部門に

おいて物理的に管理可能な資産の区分、支援設備、全般管理に帰属させる。 

  建物 

   減価償却費、固定資産除却費、施設保全費  第一段階 

                         占有面積比 

                        第二段階 

                         設備の占有面積比（設備収容関連） 

                         稼働人員数比（設備収容関連以外） 

  器具備品 

   減価償却費、固定資産除却費、施設保全費  稼働人員数比 

  通信設備使用料               該当する設備区分比 

  租税公課                  正味固定資産額比 

 ２ 試験研究費及び研究費償却については、次の基準により第一種指定設備管理部門及び第一種指定設備利用部門において物理的に管理可能な資産の区分に帰属させる。 

  インフラ系応用技術（通信用建物）      占有面積比 

  インフラ系応用技術（通信用電力）      仕様電力値比 

  インフラ系応用技術（電気通信設備）     設備区分の当年度取得固定資産価額比 

  インフラ系基礎技術             設備の当年度取得固定資産価額比 
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 ３ 第８条第２項に規定する基準は、原則として次のとおりとする。 

  支援設備 

   電力設備                 仕様電力値比 

   試験受付                 故障件数比 

   監視設備                 監視対応件数比  

  全般管理 

   共通 

    資材（販売用のものを除く。） 

     保管、荷役、輸配送          当年度取得固定資産価額比 

     資材共通               当年度取得固定資産価額比 

    研修（サービス関連のものを除く。） 

     設備                 関連部門の稼働人員数比 

     共通                 稼働人員数比 

    医療（職員の健康管理に関するもの）   稼働人員数比 

    一般共通 

     経理（仕訳レコード数により設備関連の 支出額比 

       ものを抽出） 

     総務、厚生、人事等          支出額比 

   管理（サービス関連部門を除く。） 

    ネットワーク関連            取得固定資産価額比 

    一般管理（電気通信設備の管理運営に関連 支出額比 

        するもの） 

 ４ この表に掲げた項目に計上すべき金額がない場合は、当該項目を省略した様式により作成することができる。 
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改  正  案 

 

様式第４の２ 

設 備 区 分 別 費 用 明 細 表（一般第一種指定設備再掲） 

（単位 円） 

 

一
般
第
一
種
指
定
設
備
計 

 合
計 一

般
第
一
種
指
定
収
容
ル
ー
タ
（
一
般
収
容
ル
ー
タ
接
続
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

一
般
第
一
種
指
定
中
継
ル
ー
タ 

Ｓ
Ｉ
Ｐ
サ
ー
バ 

ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
ル
ー
タ 

メ
デ
ィ
ア
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ 

一
般
第
一
種
指
定
収
容
ル
ー
タ
（
一
般
収
容
ル
ー
タ
接
続
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

網
終
端
装
置
（
Ｉ
Ｐ
―
Ｖ
Ｐ
Ｎ
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
） 

網
終
端
装
置
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
） 

収
容
イ
ー
サ
ネ
ッ
ト
ス
イ
ッ
チ 

中
継
イ
ー
サ
ネ
ッ
ト
ス
イ
ッ
チ 

ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
ス
イ
ッ
チ 

伝
送
路 

（
何
） 
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営 業 費                

 う ち 貸 倒 損 失                

運 用 費                

施 設 保 全 費                

共 通 費                

管 理 費                

試 験 研 究 費 及 び 研 究 費 償 却                

減 価 償 却 費                

固 定 資 産 除 却 費                

 う ち 除 却 損                

通 信 設 備 使 用 料                

租 税 公 課                

合 計                

（単位 ％） 

直 課                

活 動 基 準 帰 属                

配 賦                

（注） 

 この表に掲げた項目に計上すべき金額がない場合は、当該項目を省略した様式により作成することができる。 

 

 

 

（ 新 規 ）  

 

 

改  正  案 現     行 

別表第三〔第６条・第 10 条〕（略） 別表第三〔第６条・第 10 条〕（略） 

 

 

 

   附  則  

 こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 



 
     

 

４
２
 

 第 一 種 指 定 電 気 通 信 設 備 接 続 会 計 規 則 及 び 接 続 料 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 新 旧 対 照 表 

 
○ 接 続 料 規 則 （ 平 成 十 二 年 郵 政 省 令 第 六 十 四 号 ） 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現 行 

（ 端 末 系 交 換 機 能 等 の 接 続 料 ） 

第 十 五 条 第 四 条 の 表 二 の 項 （ 番 号 ポ ー タ ビ リ テ ィ 機 能 、 加 入 者 交 換

機 専 用 ト ラ ン ク ポ ー ト 機 能 及 び 加 入 者 交 換 機 共 用 ト ラ ン ク ポ ー ト

機 能 を 除 く 。 ） 及 び 五 の 項 （ 中 継 交 換 機 専 用 ト ラ ン ク ポ ー ト 機 能 及

び 中 継 交 換 機 共 用 ト ラ ン ク ポ ー ト 機 能 を 除 く 。 ） の 機 能 の 接 続 料 は 、

少 な く と も 、 通 信 路 の 設 定 を 行 う 機 能 及 び 通 信 路 を 保 持 す る 機 能 の

別 に 、 そ れ ぞ れ の 機 能 に 関 連 す る 部 分 の 費 用 が 対 象 設 備 等 の 費 用 に

対 し て 占 め る 比 率 等 を 勘 案 し て 設 定 す る も の と す る 。 た だ し 、 合 理

的 な 理 由 が あ る 場 合 に は 、 こ の 限 り で は な い 。 

２ 前 項 の 場 合 に お い て 、 通 信 路 の 設 定 を 行 う 機 能 の 接 続 料 は 通 信 回

数 を 単 位 と し て 、 通 信 路 を 保 持 す る 機 能 の 接 続 料 は 通 信 時 間 を 単 位

と し て 、 そ れ ぞ れ 設 定 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 合 理 的

な 理 由 が あ る と き は 、 通 信 ビ ッ ト 数 そ の 他 の 単 位 を 組 み 合 わ せ て 定

め る こ と が で き る 。 

３ 第 四 条 の 表 六 の 二 の 項 （ 関 門 交 換 機 接 続 ル ー テ ィ ン グ 伝 送 機 能 に

限 る 。 ） の 機 能 の 接 続 料 は 、 Ｓ Ｉ Ｐ サ ー バ に よ り セ ッ シ ョ ン 制 御 を

行 う た め の 機 能 に 係 る も の は 通 信 回 数 を 単 位 と し て 、 そ れ 以 外 の 機

能 に 係 る も の は 通 信 時 間 を 単 位 と し て 、 そ れ ぞ れ 設 定 す る も の と す

る 。 

（ 端 末 系 交 換 機 能 等 の 接 続 料 ） 

第 十 五 条 （ 略 ） 

 

 

 

 

 

 

 

２ （ 略 ） 

 

 

 

 
３ （ 略 ） 

 

 

 

 



 
     

 

４
３
 

 （ 番 号 ポ ー タ ビ リ テ ィ 機 能 の 接 続 料 ） 
第 十 五 条 の 二 第 四 条 の 表 二 の 項 （ 番 号 ポ ー タ ビ リ テ ィ 機 能 に 限 る 。 ）

の 機 能 の 接 続 料 は 、 当 該 機 能 に よ り 通 信 路 が 変 更 さ れ た 通 信 の 回 数

を 単 位 と し て 設 定 す る も の と す る 。 た だ し 、 固 定 端 末 系 伝 送 路 設 備

を 直 接 収 容 す る 交 換 等 設 備 を 設 置 す る 電 気 通 信 事 業 者 が 当 該 機 能

の 接 続 料 を 負 担 す べ き 電 気 通 信 事 業 者 か ら 当 該 機 能 の 接 続 料 の 額

に 相 当 す る 金 額 を 取 得 し 当 該 機 能 の 接 続 料 を 事 業 者 に 支 払 う こ と

に 合 理 的 な 理 由 が あ り 、 こ れ が 確 保 さ れ る 場 合 に は 、 こ れ に 代 え て 、

当 該 機 能 に 係 る 第 一 種 指 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 を 識 別 す る た め の 電

気 通 信 番 号 の 数 を 単 位 と し て 設 定 す る こ と が で き る 。 

 

第 十 五 条 の 二 （ 略 ） 

  （ 市 内 伝 送 機 能 等 の 接 続 料 ） 

第 十 六 条 第 四 条 の 表 二 の 項 （ 加 入 者 交 換 機 共 用 ト ラ ン ク ポ ー ト 機 能

に 限 る 。 ） 、 四 の 項 、 五 の 項 （ 中 継 交 換 機 共 用 ト ラ ン ク ポ ー ト 機 能 に

限 る 。 ） 及 び 六 の 項 （ 中 継 伝 送 共 用 機 能 に 限 る 。 ） の 機 能 の 接 続 料 は 、

通 信 時 間 を 単 位 と し て 設 定 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 合

理 的 な 理 由 が あ る と き は 、 距 離 そ の 他 の 単 位 を 組 み 合 わ せ て 定 め る

こ と が で き る 。 

 （ 加 入 者 交 換 機 専 用 ト ラ ン ク ポ ー ト 機 能 等 の 接 続 料 ） 

第 十 六 条 の 二 四 条 の 表 二 の 項 （ 加 入 者 交 換 機 専 用 ト ラ ン ク ポ ー ト 機

能 に 限 る 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） 、 三 の 四 の 項 、 五 の 項 （ 中 継

交 換 機 専 用 ト ラ ン ク ポ ー ト 機 能 に 限 る 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ）

及 び 六 の 項 （ 中 継 交 換 機 接 続 伝 送 専 用 機 能 に 限 る 。 以 下 こ の 条 に お

い て 同 じ 。 ） の 機 能 の 接 続 料 は 、 回 線 容 量 を 単 位 と し て 設 定 す る も

の と す る 。 

 

第 十 六 条 （ 略 ） 

 

 

 

 

 

 （ 加 入 者 交 換 機 専 用 ト ラ ン ク ポ ー ト 機 能 等 の 接 続 料 ） 

第 十 六 条 の 二 （ 略 ） 

 

 

 

 

 



 
     

 

４
４
 

２ 前 項 の 場 合 に お い て 、 接 続 料 の 単 位 は 、 第 四 条 の 表 二 の 項 及 び 五

の 項 の 機 能 に つ い て は 少 な く と も 一 、 五 三 六 キ ロ ビ ッ ト 毎 秒 相 当 以

下 に 、 三 の 四 の 項 及 び 六 の 項 に つ い て は 五 二 メ ガ ビ ッ ト 毎 秒 相 当 以

下 に 、 各 々 細 分 化 し て 設 定 す る も の と す る 。 

２ （ 略 ） 

 

 

 

 （ 端 末 回 線 伝 送 機 能 等 の 接 続 料 ） 

第 十 七 条 第 四 条 の 表 一 の 項 （ 帯 域 透 過 端 末 回 線 伝 送 機 能 を 除 く 。 ） 、

三 の 項 か ら 三 の 三 の 項 ま で 、 六 の 項 （ 中 継 伝 送 共 用 機 能 及 び 中 継 交

換 機 接 続 伝 送 専 用 機 能 を 除 く 。 ） 、 六 の 二 の 項 （ 関 門 交 換 機 接 続 ル ー

テ ィ ン グ 伝 送 機 能 を 除 く 。 ） 、 六 の 三 の 項 、 七 の 項 及 び 七 の 二 の 項 の

機 能 の 接 続 料 は 、 回 線 容 量 又 は 回 線 数 を 単 位 と し て 設 定 す る も の と

す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 合 理 的 な 理 由 が あ る と き は 、 距 離 そ の 他

の 単 位 を 組 み 合 わ せ て 定 め る こ と が で き る 。 

（ 削 除 ） 

 

２ 前 項 の 場 合 に お い て 、 接 続 料 の 単 位 は 、 第 四 条 の 表 一 の 項 、 三 の

項 か ら 三 の 三 の 項 ま で 、 六 の 項 及 び 七 の 項 の 機 能 に つ い て は 、 回 線

容 量 に あ っ て は 少 な く と も 一 、 五 三 六 キ ロ ビ ッ ト 毎 秒 相 当 以 下 に 、

光 信 号 伝 送 用 の 回 線 数 に あ っ て は 芯 線 数 ご と に 、 各 々 細 分 化 し て 設

定 す る も の と す る 。 

第 十 七 条 の 二 第 四 条 の 表 一 の 項 （ 帯 域 透 過 端 末 回 線 伝 送 機 能 に 限

る 。 ） の 機 能 の 接 続 料 は 、 回 線 数 を 単 位 と し て 設 定 す る も の と す る 。

２ 前 項 の 機 能 の 接 続 料 は 、 第 七 条 及 び 第 八 条 の 規 定 に 基 づ き 算 定 し

た 第 一 種 指 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 （ ア ナ ロ グ 信 号 伝 送 用 の 電 話 回 線 と

同 等 の も の で あ っ て 、 当 該 設 備 の 一 部 に 光 信 号 伝 送 用 の 回 線 を 設 置

 （ 端 末 回 線 伝 送 機 能 等 の 接 続 料 ） 

第 十 七 条 第 四 条 の 表 一 の 項 （ 帯 域 透 過 端 末 回 線 伝 送 機 能 を 除 く 。 ） 、

三 の 項 か ら 三 の 三 の 項 ま で 、 六 の 項 （ 中 継 伝 送 共 用 機 能 及 び 中 継 交

換 機 接 続 伝 送 専 用 機 能 を 除 く 。 ） 、 六 の 二 の 項 及 び 七 の 項 の 機 能 の 接

続 料 は 、 回 線 容 量 又 は 回 線 数 を 単 位 と し て 設 定 す る も の と す る 。 こ

の 場 合 に お い て 、 合 理 的 な 理 由 が あ る と き は 、 距 離 そ の 他 の 単 位 を

組 み 合 わ せ て 定 め る こ と が で き る 。 

 

２ 第 四 条 の 表 一 の 項 （ 帯 域 透 過 端 末 回 線 伝 送 機 能 に 限 る 。 ） の 機 能

の 接 続 料 は 、 回 線 数 を 単 位 と し て 設 定 す る も の と す る 。 

３ 第 一 項 の 場 合 に お い て 、 接 続 料 の 単 位 は 、 回 線 容 量 に あ っ て は 少

な く と も 一 、 五 三 六 キ ロ ビ ッ ト 毎 秒 相 当 以 下 に 、 光 信 号 伝 送 用 の 回

線 数 に あ っ て は 芯 線 数 ご と に 、 各 々 細 分 化 し て 設 定 す る も の と す

る 。 

 

 

 

第 十 七 条 の 二 第 四 条 の 表 一 の 項 （ 帯 域 透 過 端 末 回 線 伝 送 機 能 に 限

る 。 ） の 機 能 の 接 続 料 は 、 第 七 条 及 び 第 八 条 の 規 定 に 基 づ き 算 定 し

た 第 一 種 指 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 （ ア ナ ロ グ 信 号 伝 送 用 の 電 話 回 線 と
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し て い な い も の に 限 る 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） に 係 る 原 価 の

総 額 を 、 第 一 種 指 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 に 係 る 回 線 の 総 数 で 除 し て 得

た 額 を も っ て 設 定 す る も の と す る 。 

 （ 端 末 間 伝 送 等 機 能 に 係 る 接 続 料 ） 

第 十 八 条 第 四 条 の 表 十 三 の 項 の 機 能 に 係 る 接 続 料 は 、 当 該 機 能 と 同

等 の 機 能 を 用 い て 提 供 さ れ る 電 気 通 信 役 務 に 関 す る 料 金 と 同 様 の

単 位 を 基 本 と し て 設 定 す る も の と す る 。 

   第 六 章  通 信 量 等 の 記 録 

  （ 通 信 量 等 の 記 録 ） 

第 十 九 条 法 第 三 十 三 条 第 十 二 項 の 規 定 に よ る 記 録 を し よ う と す る

者 は 第 四 条 に 規 定 す る 機 能 ご と に 、 通 信 量 に あ っ て は 別 表 第 六 様 式

第 一 に よ り 、 回 線 数 に あ っ て は 別 表 第 六 様 式 第 二 に よ り 記 録 し て お

か な け れ ば な ら な い 。 

２ 法 第 三 十 三 条 第 十 二 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 事 項 は 別 表 第 七 に 掲

げ る も の と す る 。 

３ 法 第 三 十 三 条 第 十 二 項 の 規 定 に よ る 記 録 を し よ う と す る 者 は 、 前

項 の 事 項 を 別 表 第 八 に よ り 記 録 し て お か な け れ ば な ら な い 。 

４ 法 第 三 十 三 条 第 十 二 項 の 規 定 に よ る 記 録 を し よ う と す る 者 は 、 第

一 項 及 び 前 項 の 記 録 を 毎 事 業 年 度 経 過 後 六 月 内 を 期 限 と し て 行 い 、

そ の 結 果 を 三 年 間 保 存 し て お か な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 、 第 一

項 及 び 前 項 の 記 録 は 電 磁 的 方 法 （ 電 子 的 方 法 、 磁 気 的 方 法 そ の 他 の

人 の 知 覚 に よ っ て は 認 識 す る こ と が で き な い 方 法 を い う 。 ） に よ り

す る こ と が で き る 。 

第 二 十 条 ～ 第 二 十 一 条 （ 略 ） 

同 等 の も の で あ っ て 、 当 該 設 備 の 一 部 に 光 信 号 伝 送 用 の 回 線 を 設 置

し て い な い も の に 限 る 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） に 係 る 原 価 の

総 額 を 、 第 一 種 指 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 に 係 る 回 線 の 総 数 で 除 し て 得

た 額 を も っ て 設 定 す る も の と す る 。 

第 十 八 条 ～ 第 二 十 一 条 （ 略 ） 
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改正案 現行 

別表第６（第１９条関係） 

 様式第１ 

  第１表～第３表 （略） 

  第４表 

通信量記録 

年度分

項目名 

 

数値 

 

単位 

 

メディアゲートウェイ  ｂｐｓ 

ゲートウェイルータ  ｂｐｓ 

一般第一種指定収容ルータ（一般収容ルータ

接続ルーティング伝送機能に係るものを除

く） 

 

ｂｐｓ 

網終端装置  ｂｐｓ 
 

注 ゲートウェイルータ及び一般第一種指定収容ルータ（一般収容ルータ接続ル

ーティング伝送機能に係るものを除く）については、品質クラス別に区分して

記録すること。 

 

 

  

 

 附 則 

 こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 


